	配置予定技術者に係る雇用関係証明資料

	

区　　分

	

監理技術者　　・　　主任技術者
                                                     （いずれかに○をする）

	   監理技術者資格者証又は住民税特別徴収税額の決定（変更）通知書等の写し


















	 
  注） １　監理技術者選任の場合は，監理技術者資格者証をコピーする。
    　 ２  住民税特別徴収税額の決定（変更）通知書等は、「本人氏名・生年月日・事業所の所在地・名称」「資格取得年月日」「書類の発行年月日」以外の項目は必要ありません。必要な項目以外はマスキング（黒塗り等）を施した上で写しを添付して提出してください。
　　　


　
＜雇用関係の確認方法について＞
配置予定の技術者は、所属建設会社と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることが必要です。
「恒常的」とは、指名競争入札による場合、入札日の以前に３ケ月以上の雇用があることとされています。
　　マイナンバー法等の一部改正（令和５年法律第48号）により、令和７年12月１日以降、健康保険証被保
険者証を雇用関係を証明する書類として使用できなくなります。｢監理技術者資格者証(表裏)｣、｢健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書｣、｢住民税特別徴収税額通知書｣、「所属会社の雇用証明書（任意様式）」等の写しを添付するようお願いします。
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